
木城町空き家対策総合支援事業（不良住宅除却）補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、木城町（以下「町」という。）が空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「空家法」という。）第

７条第１項に規定する空家等対策計画に沿って実施する空き家対策であって、

住宅市街地総合整備事業制度要綱（平成１６年４月１日国住市第３５０号）

に定める空き家対策総合実施計画に沿って町が行う空き家対策総合支援事業

において空き家対策基本事業として実施される不良住宅の除却を行う者に対

して補助金を交付することを目的とし、その交付については、補助金等の交

付に関する規則（昭和４８年木城町規則第２号（以下「規則」という。））

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め 

るところによる。 

⑴ 不良住宅 次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 

ア 空家法第２条第１項に規定する空家等であり、申請時点において居住 

の用に供されず、かつ、今後も居住の用に供される見込みがないもの 

イ 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に規定する 

不良住宅をいい、主として居住の用に供されていた建築物でその構造又  

は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な 

もの 

ウ 住宅地区改良法施行規則（昭和３５年建設省令第１０号）の別表に定 

められた「住宅不良度の測定基準による測定表」の評定項目に基づく合 

計評点が１００点以上であるもの 

エ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われて 

いないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境 

の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められ 



るもの 

⑵ 除却 建築物の全部を解体し、工作物の全部を撤去処分し、敷地を整地 

することをいう。 

（補助対象物件） 

第３条 補助金の交付対象となる物件（以下「補助対象物件」という。）は、

不良住宅とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象物件 

としない。 

⑴ 町外に存在するもの 

⑵ 国、地方公共団体、独立行政法人その他の公的機関が権利者又は管理者

となっているもの 

⑶ 法人その他の団体が権利者又は管理者となっているもの 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員が権利者又は管理者となっている

もの 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団又は前号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者が権利者

又は管理者となっているもの 

⑹ 公共事業等により不良住宅及びその他建築物の除却若しくは移転に係る

補償を受けたもの又は受ける予定であるもの 

⑺ 滞納処分又は強制執行（仮差押命令及び処分禁止の仮処分の命令を含

む。）の対象とされているもの 

⑻ 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却

について同意を得ていないもの 

⑼ 補助金の交付を受ける目的で故意に不良住宅及びその他建築物を破損さ

せたと町長が認めるもの 

⑽ 空家法第２２条第３項の規定による措置命令を受けて除却を行うもの 

⑾ その他町長が適当でないと認めるもの 

（補助事業者） 



第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、不 

良住宅の所有者その他これを管理すべき者（ただし、法人を除く。以下「所 

有者等」という。）で、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

⑴ 町税等を滞納していない者 

⑵ 補助対象物件の登記事項証明書（未登記の場合は地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第３４１条第１３号に規定する家屋補充課税台帳）に

所有者として記録されている者（以下「所有者」という。）又はその相

続人（以下「相続人」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象物件が複数人の共有又は相続財産であ

る場合において、当該共有者全員又は相続人全員から当該不良住宅の除却に

ついて同意を得られない者は、補助事業者としない。ただし、共有者全員又

は相続人全員の補助事業等に係る同意書（様式第２号）を提出する場合につ

いては、この限りではない。 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、

補助事業者が行う不良住宅の除却工事とし、当該補助金交付申請の年度の属

する２月末日までに除去の完了が見込まれるものとする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費（消費税等相当額（工事費に含まれる消費税及び地方消

費税に相当する額をいう。）がある場合には、これを減額した額とする。以

下同じ。）は、補助対象工事に要する費用又は住宅地区改良事業等補助金交

付要領（昭和５３年４月４日付け建設省住整発第１４号）の規定により国土

交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費のいずれか小さい金額に

１０分の８を乗じた額とし、８０万円を限度額とする。 

２ 前項において、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第３条第１号に規定する事業計画書は、事業計画書（様式第１号）

とする。 



２ 同条第４号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次のとおりとす

る。 

⑴ 見積書（写し） 

⑵ 固定資産税名寄帳及び家屋台帳 

⑶ 位置図 

⑷ 現況写真 

⑸ 町税等完納確認書 

⑹ 共有者全員又は相続人全員の補助事業等に係る同意書（様式第２号）

（補助対象物件が複数人の共有又は相続財産である場合） 

（工事の完了報告） 

第８条 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかに完了報告書（様式第

３号）を町長に提出し、町の検査を受けなければならない。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後３０日後又は

補助金の交付対象の決定のあった日の属する会計年度の３月末日のいずれか

早い日までに、規則第１４条第１項に規定する実績報告書を提出しなければ

ならない。 

２ 前項に規定する実績報告書に添付する関係書類は、次のとおりとする。 

⑴ 事業実績書（様式第４号） 

⑵ 収支決算書 

⑶ 請求書又は領収書の写し 

⑷ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１

２条の３第１項に定める廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票の写し 

⑸ 工事写真（施工前及び施工後） 

⑹ その他町長が必要と認めるもの 

 （補助金の交付方法） 

第１０条 この補助金は、精算払いにより交付する。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 



附 則 

この要綱は、令和６年１月１日から施行する。 


